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株式報酬型ストック・オプションの行使条件変更に関するお知らせ 

 

 当社は、2025年 12月 10日開催の取締役会において、2024年８月 14日に発行を決議した第 20回

新株予約権（以下「本新株予約権」といいます）に関し、その行使期間の一部を変更することを決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 変更の理由 

 当社グループは、先般の東京証券取引所プライム市場への市場区分変更を契機として、持続的

な企業価値向上に向けたグループ経営体制の見直しと、コーポレート・ガバナンスの更なる強化

を推進しております。 今般、この新経営体制への移行に伴い、グループ内における役員体制の

変更を行うこととなりました。つきましては、当該体制変更に伴う対象者の地位喪失等の取扱い

について、これまでの当社グループへの貢献度や本新株予約権の付与趣旨を勘案し、権利行使の

機会を公平に確保するため、本新株予約権の行使期間の一部変更を行うものであります。 

 

2. 行使条件を変更する新株予約権 

 2024年８月 14日開催の当社取締役会決議に基づき発行された「第 20回新株予約権」 

  

3. 変更の内容 

変更前 変更後 

３．新株予約権の内容 

（３）新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる

期間（以下、「行使期間」という。）は、

2026 年 10 月１日から 2031 年９月 30 

日とする。 

３．新株予約権の内容 

（３）新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる

期間（以下、「行使期間」という。）は、

2025 年 12 月 16日から 2031 年９月 30 

日とする。 

 

以 上 


